
勝山市監査公表第４号

地方自治法第１９９条第１４項の規定により、勝山市長から監査の結果に基

づき措置を講じた通知があったので、次のとおり公表します。

令和４年４月２６日

勝山市監査委員 藤村 敏夫

勝山市監査委員 帰山 寿憲

記

１ 監査対象

令和２年度 財政援助団体等監査

２ 措置内容

別紙のとおり



（別紙）

監査の結果に基づく措置について

対 象 施 設：白山平泉寺観光振興拠点

指定管理者：株式会社 六千坊

市 所 管 課：商工観光・ふるさと創生課

監査の結果（指摘事項等） 措置内容又は措置方針等（改善等内容）

【指定管理者・市所管課共通事項】

協定書違反について

令和元年度で基本協定書（管理運営業務仕様

書）に定めた事項のうち、①利用者賠償保険契

約の加入、②消防設備点検、③AED の設置 が履

行されていなかった。令和 2年度は改善されて

いるが、協定書違反であり厳重に注意されたい。

指定管理者に改善勧告を行い、対処し

た旨の報告を受けました。両者の確認不

足が原因であったため、市で業務につい

てのチェックシートを作成し、お互いが

チェックできる体制を整えました。

【指定管理者・市所管課共通事項】

指定管理業務の第三者への委託について

(1）基本協定書第 14 条で、事前に市の承認を

受けた場合を除いて、指定管理業務の一部を第

三者に委託し、又は請け負わせてはならないと

定めているが、白山平泉寺大門周辺観光振興拠

点（白山亭）の運用に関する契約を市の承認を

受けず、しかも市との協定締結前に行っている。

また、この契約書には指定管理者が変更になっ

た場合の解約条項がないなど不備がある。

(2)同契約書第6条で利益の5％を運営者から

徴収することになっているが、収支報告を受け

ておらず、徴収実績もない。

市民の財産である公の施設の安易な取り扱いで

あるため、協定書に基づく手続きを踏み、適正

な委託契約となるよう注意されたい。

市：指定管理者に基本協定に基づく申

請及び適正な収支報告を受けるよう指

導しました。

指定管理者：基本協定書及び業務仕様

書の内容を再確認し、協定前の契約を行

わないよう、また収支報告の不備がない

ようにします。併せて、契約を見直し、

指定管理者が変更になった場合の解約

条項を盛り込んだほか、利益の 5％の徴

収を撤廃しました。



【指定管理者・市所管課共通事項】

指定管理施設内への指定管理者の本店登録に

ついて

指定管理者の本店事務所が指定管理施設「と

之蔵内」となっているが、使用許可等の手続が

実施されていない。法律上は無断で利用してい

る状態にあるため、適正に対処されたい。

市：指定管理者に本店事務所の所在地

を変更するよう指導し、対処後に登記簿

により本店所在地を確認しました。

指定管理者：本店事務所の所在地を変

更しました。

【指定管理者・市所管課共通事項】

備品管理について

管理対象の備品については、基本協定書第 6

条で指定管理開始時に勝山市と指定管理者確認

のもと市が一覧表を作成すると定めている。ま

た、第 19条では指定管理者が購入した備品につ

いて、その区分に応じて市に報告する必要があ

る。 しかし、これらの一覧表等が整備されて

いない。

よって、実地調査に基づき一覧表等を整備し、

備品に異動がある場合は市に報告するなど適正

に管理されたい。

市：市において備品一覧を整備した上

で、指定管理者に適正な管理について指

導し、次のとおり報告を受け確認しまし

た。

指定管理者：市において作成した備品

一覧に基づき市とともに備品の所在を

チェックしました。今後は定期的に備品

の確認を行い、異動がある場合は報告し

ます。

【指定管理者・市所管課共通事項】

便益施設使用料の納付について

白山平泉寺観光振興拠点の設置及び管理に関

する条例第 9条第 4 項「便益施設設置による収

入額の 5%納付義務」について、協定書に基づき

指定管理者が使用料を徴収し、勝山市に納付す

ることと定めているが、実際には市が直接負担

者から徴収している。よって協定書どおり、指

定管理者が徴収し市へ納付されたい。

令和３年度から協定内容を見直し、市

が直接徴収する対応としました。



【指定管理者・市所管課共通事項】

年次報告書の収支決算書について

指定管理業務の収支決算書の項目は、収支

予算書の項目と一致していないことから、指

定管理業務の実施状況が確認しにくいものと

なっている。予算書の内容が変更になる場合、

必要に応じて市に事前に協議されたい。

市：指定管理業務の実施状況が確認しや

すい様式を検討するよう指導しました。

指定管理者：市と協議の上、実施状況が

確認しやすい項目様式に変更しました。

【指定管理者・市所管課共通事項】

自主事業の承諾について

と之蔵での物販事業については、勝山市と

して自主事業として認めている事業であるこ

とは明らかである。しかし、自主事業の実施

は、基本協定書第 41条に基づき事前に市の
承諾を受けることとなっている。事業の存

在が曖昧にならないよう協定書に基づく手

続きを順守し、文書により承諾を受けられ

たい。

指定管理者に承認申請手続きについて

指導し、自主事業の申請書の提出を受けま

した。

【指定管理者・市所管課共通事項】

指定管理施設であることの明示について

指定管理者によるホームページやパンフレ

ットがなく、市のホームページ上も指定管理

施設であることは明記されていない。利用者

にとって施設の管理責任者が明確となってい

ないため、今後、パンフレットを作成する際

や施設もしくは市のホームページで指定管理

施設である旨と指定管理者について明示され

たい。

指定管理者と協議し市のホームページ

において市の管理施設と明示しました。

【指定管理者・市所管課共通事項】

観光ガイド業務の委託契約書等の整備につ

いて

観光ガイドについて、関係団体に委託し実

施しているが、契約書が未整備のものがある。

市と指定管理者、関係団体の役割が分かり易

くなるよう協議し契約書等を整備されたい。

市：委託内容を確認し、契約書の整備を

指導しました。

指定管理者：契約書をファイルを別綴り

にしていたため、同一ファイルに綴るよう

にしました。



【指定管理者】

法人運営に要する規程の整備について

法人運営の基本となる経理規程、就業規則

などが整備されていない。そのため、比較的

多額な委託についても、正当な手続きを経て

契約されているかなどが検証できない状況で

ある。よって、法人運営に必要な最低限の規

程を整備されたい。

指定管理者に適正な管理について指導

し、次のとおり報告を受けました。

指摘の規程を整備します。

【指定管理者】

会計処理、帳簿の整理状況について

事業報告（収支報告）について、総勘定元

帳と照合した結果、不一致が生じている。会

計システム上の金額と報告書の金額は一致し

ている必要がある。

今後、会計システムから出力された資料を

基に適正な収支報告書を作成されたい。（ま

た、所管課も出力された資料を入手し、事業

報告書の収支報告書と一致していることを確

認されたい。）

指定管理者に帳簿の整理について指導

し、次のとおり報告を受けました。

会計システムを六千坊と指定管理を区

分し出力できるように変更しました。

【指定管理者】

年次報告書の収支決算書について

自主事業の年次報告書について、指定管理

業務の収支計算書と同様の様式での報告が作

成されていない。特段様式は定められていな

いが、現在提出されている月次推移のものに

加え、年度合計のものが必要であるため整備

されたい。

指定管理者に自主事業の適正な管理に

ついて指導し、次のとおり報告を受けまし

た。

令和３年度報告分より実施状況が確認

しやすい項目様式に変更します。



【指定管理者】

１．会計処理、帳簿の整理状況について

①現金出納簿の整備

指定管理業務、自主事業ともに収入支出はほ

ぼ現金により行われている。また、現金収入

を一旦銀行へ入金せずに支払われているた

め、資金の収支状況が不明であり、売上計上

金額の妥当性が事後的に検証できない。現金

出納簿の整備をされたい。

②総勘定元帳の出力、保管

税務署等への電子帳簿保管申請等を実施しな

い限り総勘定元帳は紙形式での保管が必要な

ため出力し保管されたい。

③請求書や納品書の保管

領収書に購入したものが具体的に記載されて

いる場合は請求書等の保管は必須ではない

が、具体的な内容の記載がない場合は請求書

がないと事後的な検証ができないため保管さ

れたい。

④レジ資料の保管

レジ売上についてレジ資料の保管がないと事

後的な確認が出来ないため保管されたい。

指定管理者に帳簿の整理について指導

し、次のとおり報告を受けました。

①会計ソフトを使用して、現金出納簿を出

力します。

②会計事務所により決算等税務署へは電

子申請しています。必要に応じて出力し、

保管します。

③請求書・納品書の添付をし保管します。

④日々のレジ清算データを記録し保管し

ます。

【指定管理者】

AED 設置の表示について

基本協定書に基づき、と之蔵には AED が設

置されているが設置されていることの表示が

されていない。AED を利用したい人が適時に

利用できるよう表示をされたい。

指定管理者に表示について指導し、次の

とおり報告を受け確認しました。

表示設置をしました。



【市所管課】

指定管理者への指導監督について

指定管理者制度を導入して１年目の令和元

年度は、協定書及び仕様書に定める管理の基

準を一部満たさない業務があるなど基本的な

部分でいくつかの指摘事項が見受けられた。

また、指定管理者に法人運営に要する規程

の整備、会計処理、帳簿の整理、AED 設置の

表示等を別途指導したところである。

今後、協定書及び仕様書を順守し、指定管

理者の施設管理計画書を確認するとともに、

定期的な連絡調整会議を開催し、指定管理者

が協定（契約）を適切に履行しているか指導

監督を徹底されたい。

基本協定書及び業務仕様書を再確認後、

適切な施設業務についてのチェックシー

トを作成し、お互いがチェックできる体制

を整えました。


